
 

 

 

政策会議付議事案書（令和３年８月２４日） 

提案課名 総合政策課 農業振興課 

報告者名 岩渕哲朗  北村正臣 

事案名 構造改革特別区域計画の認定申請について 

    有  

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

構造改革特別区域計画（特定農業者による特定酒類の製造事業）の認定を受ける

ことにより、農家レストラン等を営む農業者が米を原料として濁酒（どぶろく）を

製造する場合、酒類製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないものとなり、製

造数量が基準に満たない農業者でも当該免許を取得することが可能となります。 

この特例措置を受けることにより、名水を活用した濁酒の製造に係る地産地消の

推進、本市の名水を活用した特産品として濁酒を位置付けることによる本市の魅力

向上、地産地消による農産物の消費拡大、年間を通した収入につながる新たな地域

資源として、継続的な地域活性化に寄与することが期待されます。      

また、新東名高速道路の開通を契機に本市を来訪する観光客の滞在時間の促進、

交流人口の増加につなげられるものです。 

このことから、構造改革特別区域計画（特定農業者による特定酒類の製造事業）

認定申請を行うものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

・令和３年４月 １日 「秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱」施行 

・ 〃  ８月    「山カフェ秦野どぶろくや」（申請者：特定非営利活動法

人四十八瀬川自然村（代表：小野均））に対して農家レス

トランの設置を認定 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

別紙計画案のとおり、構造改革特別区域計画（特定農業者による特定酒類の製造

事業）の認定申請をすること。 

今
後
の
取
扱
い 

・令和３年 ９月 構造改革特別区域計画（特定農業者による特定酒類の製造事

業）の認定申請 

・ 〃  １２月 構造改革特別区域計画（特定農業者による特定酒類の製造事

業）の認定（見込み） 

・令和４年以降  特例措置の実施状況等の調査及び評価 

（認定申請時に実施主体が特定されていない場合、１年以内に主体が特定されなけ

れば認定の取り消しが行われる可能性があります。） 

 

 議題１ 
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構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

秦野市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

秦野名水どぶろく特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

秦野市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（１）自然環境 

秦野市（以下「本市」という。）は、神奈川県央の西部に位置し、市域は、東西約13.6

キロメートル、南北は約12.8キロメートル、面積は103.76平方キロメートルで、県内19市

中5位の広さを持つ都市である。東京からは約60キロメートル、横浜から約37キロメート

ルの距離にあり、北方には神奈川県の屋根と呼ばれている丹沢山塊が連なり、南方には渋

沢丘陵が東西に走り、県下で唯一の典型的な盆地を形成している。 

市内を流れる河川の多くは、丹沢連峰の稜線の合間から発しており、なかでも塔ノ岳か

らの水無川、春嶽山からの金目川は、盆地に入って扇状地地帯を形成し、これが今日の市

街地となっている。扇状地は、丹沢山地から搬出され堆積した砂礫層と、箱根火山等から

飛来した火山灰が基盤の上で互層構造を形成し、この層の厚さは深いところで200ｍと推

定される。このような地形的特質から、秦野盆地は地下水を豊富に蓄えており、これらの

地下水は盆地内の各所で湧き出し、これが秦野盆地湧水群として全国名水百選の一つに

選ばれている。 

秦野市の気候は太平洋岸気候に属し、海洋気象の影響を受け降霜・降雪が少なく、冬期

は西北西、夏期は南方の風が多いが、風速は弱く比較的温暖であり、みかんの北限域、り

んごの南限域といわれる地域に位置する。 

 

（２）歩み 

昭和30年1月1日に市制施行し、平成27年1月1日に市制施行60周年を迎えた。個性ある8

の地域それぞれの魅力が輝くまちづくりを推進している。  

 

（３）人口・産業 

本市の人口は、163,736人（令和3年4月1日現在）であり、平成22年の国勢調査では

170,145人と市政施行以来増加傾向であったが、平成27年の国勢調査では167,378人、令和

2年の国勢調査（速報値）では162,078人と減少している。 

産業別就業者数の構成比は、平成27年の国勢調査では、第一次産業2.1％（1,434人）、

第二次産業28.9％（20,145人）、第三次産業69.0％（48,135人）となっている。第一次産

業及び第二次産業の就業者数は減少し、構成比は横ばい又は減少している。第三次産業は、

 資料１ 
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就業者が減少しているが、構成比は増加している。 

 

（４）農業 

本市の面積は10,376haで、その全域が都市計画区域に指定されており、このうち市街化

区域は2,438ha、市街化調整区域は7,938haとなっている。市街化区域の約4％に当たる

98.4haが生産緑地地区、市街化調整区域の約43％に当たる3,438.9haが農業振興地域にな

っており、このうち、約20.8％の715haが農用地区域に指定されている。経営耕地面積は、

農業者の高齢化、鳥獣被害の増加による営農意欲の減退等が要因となり、平成22年から平

成25年の5年間で約10％減少し、一方、耕作放棄地は5年間で5％増加している。 

本市の農業は、中核的農業者をはじめ、高齢・女性農業者などの多様な農業者や営農類

型別の部会、経営士会及び後継者クラブ等の様々な団体・組織により支えられてきたが、

担い手不足の課題は現れており、平成17年度に農業支援に関する窓口（市、農業委員会及

び農協）を一本化した「はだの都市農業支援センター」を設置し、農業経営基盤強化促進

法の改正を契機に開設した「はだの市民農業塾」の実施により、多様な「農」の担い手の

育成・確保に取り組んでいる。 

 

（５）観光 

本市の観光資源は、丹沢大山国定公園に指定されている山岳である。丹沢は、ブナの原

生林が豊かに残る南関東有数の山岳景勝地であり、首都圏から多くの登山客が訪れる。市

街は、丹沢連峰と渋沢丘陵に囲まれた盆地で、気軽にハイキングを楽しめる遊歩道が整備

されているほか、県立丹沢大山自然公園に指定されている弘法山公園は、桜、あじさい、

紅葉など四季を通じて親しまれている。 

丹沢からもたらされるミネラル分を多く含んだ豊かな湧水が秦野盆地各所にあり、こ

の湧水群は、昭和60年に環境省の「名水百選」に選ばれ、平成28年の選抜総選挙では、お

いしさが素晴らしい部門で全国第一位となっている。 

市内各所で、落花生、さつまいも、みかん等の収穫体験ができる観光農業が行われてい

るほか、新鮮な地元農産物を販売する「はだのじばさんず」は観光客が多く立ち寄る施設

である。里山や丹沢の自然に親しむ施設として、柳川の生き物の里、表丹沢野外活動セン

ターなどがある。 

鶴巻温泉は、カルシウム含有量世界有数の特徴ある泉質を有しており、平成13年に開業

した日帰り温泉施設「弘法の里湯」は、ハイキング客や周遊観光客の立ち寄り先として人

気がある。 

本市の観光入込客数は、約338万人（令和2年度実績）で、丹沢表尾根（ヤビツ、大倉）

が最も多く、全体の21.3％を占める。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により前年の

約447万人（令和元年度）から24.4％の減少となっている。 

また、本市のより一層の発展につなげるため、表丹沢一体にある農林業、観光、歴史、

文化、スポーツなどさまざまな魅力ある資源を最大限に生かす「表丹沢魅力づくり構想を

令和2年9月に策定し、観光客の滞在時間及び周遊性の向上による誘客の増加につなげる

よう取り組んでいる。 
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５ 構造改革特別区域計画の意義 

本市では、全国的な誘致力の高い観光資源が存在しないため、個々の観光資源をネット

ワーク化し、ルートやエリアとして魅力を高め、観光周遊や観光滞在を促進する必要があ

る。農地や農村環境を有していることは本市の大きな強みであり、観光農業等の体験型観

光の展開や農村環境を生かした滞在環境の整備が必要である。 

自然環境を求めて来訪する本市の日帰り観光は、滞在時間は長いが消費額は少なく、観

光入込客数が増加しても地域経済の活性化に結びつきにくい課題があるため、市内への

周遊・滞在を促すとともに、消費したくなる商品を発掘・開発し、店舗等における市内調

達率を向上させることが必要である。 

丹沢からもたらされる豊かな名水は、本市の重要な観光資源であり、この名水を活用し

た特産品として濁酒を位置付けることで、農村の魅力向上、観光滞在の促進、地産地消に

よる農産物の消費拡大、年間を通した収入につながる新たな地域資源として、継続的

な地域活性化、ひいては６次産業化につながるものと考えている。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

本特区計画は、自ら作った米で濁酒を製造する農家レストランが増え、郷土料理の一品

に加えて提供されることや、ふるさと納税の返礼品として活用することで、農村の魅力を

向上させ、新東名高速道路の開通を契機に本市を来訪する観光客の滞在時間の促進、交流

人口の増加につなげ、地場産品の地産地消、農村を含めた地域全体の活性化に寄与するこ

とを目標とする。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

本特区計画に基づき、農家レストランの新規起業や濁酒製造を促進する。濁酒に興味を

持った来訪者の増加に加え、ニュー・ツーリズムの推進と市内の様々な観光資源を結びつ

けることで交流人口の増加及び地域の活性化並びに耕作放棄地の解消に寄与することが

期待される。 

市内唯一の酒造メーカーが、名水で仕込んだ地酒を開発、販売している。これに加え、

濁酒を新たな観光資源と位置づけ、全国に誇る本市の名水の魅力と一体的にＰＲしてい

くことにより、本市への観光客の更なる誘致が図られる。 

濁酒の製造は、市内の民間事業者からの提案を受けたものであり、本市が地方創生推進

交付金を活用して行った「都心から１時間で出会えるスローライフ体験事業（平成28～30

年度）」とも目的を一にしている。 

 

○農家レストランの新規起業 

区分 2年度末現在 3年度目標 5年度目標 7年度目標 

農家レストランの数 0 1 2 3 

上記のうちどぶろく製造件数 0 1 1 2 
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○農村地域と都市部との交流人口の増加 

グリーンツーリズムを含めたニューツーリズムの推進を図ることで交流人口の増加

が期待される。 

区分 2年度末現在 3年度目標 5年度目標 7年度目標 

ニューツーリズム体験プログラ

ム数 
0 0 35 45 

 

○観光客入込数の増加 

 ニューツーリズムの推進と市内の様々な観光資源を結びつけることで交流人口の増

加及び地域の活性化が期待される。 

区分 2年度末現在 3年度目標 5年度目標 7年度目標 

観光客入込数 3,380,000人 4,472,000人 4,472,000人 4,652,000人 

観光客消費額 42億4,500万円 59億1,800万円 59億1,800万円 61億5,700万円 

 

８ 特定事業の名称 

７０７（７０８） 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

別紙 

構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、

実施主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制の特例措置の内容 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

  ７０７（７０８） 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  構造改革特別区域内で、酒類を自己の営業場において飲用に供する業（農家レストラン

民宿等）を営む農業者で、米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で

定めるものに限る。）を原料として特定酒類（その他の醸造酒（以下「濁酒」という。））

を製造しようとするもの 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  構造改革特別区域計画の認定日 

 

４ 特定事業の内容 

(1) 事業に関する主体 

上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

 (2) 事業が行われる区域 

   秦野市の全域 

 (3) 事業の実施期間 

   上記２に記載の者が、濁酒の提供を通じて地域の活性化を図るために濁酒を製造す

る。 

 (4) 事業により実現される行為 

   上記２に記載の者が、濁酒の提供を通じて地域の活性化を図るために濁酒を製造す

る。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

  当該規制の特例措置により、農家レストラン・民宿等を営む農業者が米（自ら生産した

もの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものとする。）を原料として濁酒を製

造する場合、製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないものとなり、酒類製造免許を

取得することが可能となる。 

  この特例措置を受けることにより、名水を活用した濁酒の製造に係る地産地消の推進 

や農家レストラン等の新規開設が促進される。 

  また、イベントにおいて観光客等に提供することで誘客の促進や特色あるまちづくり

に寄与するものと期待される。 

  なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた場合、酒税の納税義務者として必要

な納税申告や記帳義務が発生するともに税務当局の検査や調査対象となる。 

  本市は、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うとともに、特定農業者

が酒税法の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 



２

実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げてい

ることがあります。

構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して

改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成１４年度

に創設されました。平成２４年までの１０年間で、１，１００余の特区が生まれ、地域で

様々な取組が成されてきたところです。「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成２５

年１月１１日閣議決定）においても、地域の特色を生かした地域経済の活性化を図るために、

構造改革特区制度を活用することがうたわれています。

地域活性化統合事務局では、民間事業者や地方公共団体はもとより、どなたからでも要望、

相談、提案を受け付け、新たな規制の特例措置の実現などの規制改革を進めています。

また、既に規制の特例措置のメニューができているものについては、地方公共団体が特区

計画を作成・申請し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、特区計画に定めた区域内で、

その規制の特例措置を活用することができます。

地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域

の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革特区制度を活用ください。

構造改革特区制度は、次の２点を目標としています。

① 特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、全国的な構造改革へと波及さ

せ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。

② 地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創出等により、地域の活性化につなげること。

構造改革特区制度の目標

構造改革特区制度の概要

Administrator
テキストボックス
資料２

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



３

地域活性化統合事務局と
各府省庁との間で調整

→特区で実施する規制改革

項目等を決定

特区計画の

② 認定

評価・調査委員会における
規制の特例措置の

③ 評価

＜民間事業者等・地方公共団体＞

規制の特例措置の

① 提案

＜民間事業者等・地方公共団体＞

規制の特例措置を活用
した事業の実施

＜地方公共団体＞
規制の特例措置を活用した事業に
関する特区計画の作成・認定申請

民間事業者等の方は地方公共団体に特区
計画の作成を提案することができます

構造改革特区制度の流れ

構造改革特区制度は、

①規制の特例措置の提案 ②特区計画の認定 ③規制の特例措置の評価

により構成されています。

地域 国

Administrator
ハイライト表示



Administrator
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１４．校地面積基準の引き下げによる大学等設置事業（８１１）

大学の設置等に当たって、校地面積基準（収容定員上の学生一人あたり１０㎡）の引き下げを可能とする。

１５．学校設置会社による学校設置事業（８１６）

株式会社が学校を設置することを可能とする。

１６．学校設置非営利法人による学校設置事業（８１７）

不登校児童生徒やＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）といった教育上特別に配慮を要する児童等に対する
教育に実績があるＮＰＯ法人が学校を設置することを可能とする。

１７．公私協力学校設置事業（８２２）

地方公共団体が民間と協力して高等学校又は幼稚園を設立する場合、所轄庁による資産要件の審査を不要とする。

１８．市町村教育委員会による特別免許状授与事業（８３０）

市町村教育委員会がその市町村においてのみ効力を有する特別免許状を授与することを可能とする。

１９．インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業（８３
２）

インターネットのみを利用して授業を行う大学の設置に当たって、大学設置基準等の校舎等施設基準によらないことを可能
とする。
（一部全国展開：大学（学部）については、平成26年４月から全国展開）

２０．地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業（８３４（８３５））

教育委員会が行うこととされている学校等施設の管理・整備に関する事務を地方公共団体の長が実施することを可能にす
る。
（公民館・図書館等の社会教育施設についても新たに権限委譲が可能に：平成21年５月）

２１．社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業（９０１）

相当数の求人があるにもかかわらず、求人数に比して就職者数が少ない状態が一定期間継続している地域において、社
会保険労務士が求職者又は労働者の代理人として労働契約の締結、変更及び解除を行うことができる。

２２．民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業（９０７－１）

特別養護老人ホームの整備が不足している地域において、ＰＦＩ法に基づいて選定された事業者（法人）が特別養護老人
ホームを経営することを可能とする。

２３．病院等開設会社による病院等開設事業（９１０）

株式会社が高度な医療を提供する病院・診療所を開設できる。

２４．ボイラー及び第一種圧力容器の連続運転の共同実施事業（９１１－２）

ボイラー及び第一種圧力容器の連続運転が認められていないコンビナート内の小規模事業場について、他の事業場と共
同で安全性が確保された場合には、小規模事業場の連続運転を可能とする。

２５．公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業（９２０）

公立保育所の３歳未満児に対する給食について、保育所外で調理し搬入することを可能とする。
（一部全国展開：３歳以上児に限り、平成22年６月から全国展開）

２６．市町村による狂犬病予防員任命事業（９２７）

知事が任命した狂犬病予防員が野犬の抑留事務等を行う現行制度に加え、市町村も野犬の抑留事務を行うことができる。

２７．児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業（９３９）

児童発達支援センターの給食について、施設外で調理し搬入することを可能とする。

２８．臨床試験専用病床整備事業（９４１）

治験・その他の臨床試験であって、健康な者（患者以外の者）を被験者として入院期間が概ね10日以内で実施されるもの
を行うための病床について、病室面積、廊下幅の基準を緩和する。
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２９．保安林解除に伴い残置又は造成する森林面積の引下げを適用する学校施設整備事業（１００３）

学校施設の整備に際してやむを得ず保安林を解除する場合には一定の森林を残す必要があるが、その割合を３割
以上で足りるものとする。

３０．保安林解除に係る用地事情要件の適用を除外する施設設置事業（１００４）

地域活性化を図るための事業に際して隣接する保安林の解除を要する場合、「他に適地を求めることができない」等の解
除要件を適用しない。

３１．家畜排せつ物を利用した昆虫飼育事業（１００８）

青少年に無償で配布する昆虫（カブトムシ）を飼育するために家畜排せつ物の野積みを可能とする。

３２．地方競馬における小規模場外設備設置事業（１０１０）

小規模な場外馬券発売所の設置審査について、都道府県知事が確認することにより審査を簡素化する。

３３．再生資源を利用したアルコール製造事業（１１０１）

地域の産業活動における使用済物品や廃材などを原料としてアルコールを製造する事業を行う場合に、特例措置として、
アルコール事業法による流通管理を行わないことを可能とする。

３４．一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業（１１０５）

小規模ガスタービン発電設備を導入する場合に、安全性が確保される場合、当該発電設備を規制の少ない一般用
電気工作物として扱うことを可能とする。

３５．保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業（１１０８）

水素ガススタンドやＤＭＥガススタンドを設置する際に、現行規制で必要とされている保安統括者等の選任を不
要とする。

３６．燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業（１１０９）

燃料電池自動車やＤＭＥ自動車の燃料装置用容器の再検査を行う際に、取り外すことなく検査することを可能と
する。

３７．小規模場外車券発売施設事業（１１２１）

小規模な場外車券発売施設設置要件について、地方公共団体が確認することにより審査を簡素化する。

３８．研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業（１１２３）

研究開発のための海水温度差発電設備について、安全性が確保される場合、電気事業法に基づく工事計画の届出
や安全管理検査の実施を不要とする。

３９．海水等温度差発電設備の定期事業者検査時期変更事業（１１２４）

海水温度差等を利用する小型バイナリー発電設備について、安全性が確保される場合、電気事業法に基づく定期
事業者検査の実施時期の延長を可能とする。

４０．特定施設における保安検査期間変更事業（１１２５（１１１４））

現行の規定によって担保されるレベルと同等の安全性が確保される場合、原則年１回とされている高圧ガス製造
事業に係る特定施設の保安検査の周期を延長できる。
（一部全国展開：空気分離設備については、平成17年３月から全国展開）

４１．液化ガスの容器における充てん率変更事業（１１２９－１（１１１２））

高圧ガス容器について安全性が確保される場合、高圧ガスの容器の充てん率を変更することを可能とする。

４２．オートレース小規模場外車券発売施設事業（１１３０）

小規模な場外車券発売施設設置要件について、地方公共団体が確認することにより審査を簡素化する。

４３．研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業（１１４２）

研究開発のための温泉の熱を利用した発電設備について、安全性が確保される場合、電気事業法に基づく工事計
画の届出や安全管理検査の実施を不要とする。
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４４．重量物輸送効率化事業（１２０５（１２１４、１２２１））

重量物輸送車両が、橋・高架の道路等を含まない経路を通行し、かつ、軸重が10トン（駆動軸にエアサスペン
ションを装着する車両の駆動軸重にあっては11.5トン）以下であって、道路の修繕等について地方公共団体等に
より適切な管理がなされる場合には、車両総重量の規定を適用しない。（一部全国展開：車両の通行経路が道路
に関して横断に限る場合の車両総重量及び軸重の特例措置については、平成22年10月から、長さの特例措置につ
いては、平成25年11月から。）

４５．橋の設置を目的とした公的主体以外の者による河川敷地の占用の許可柔軟化事業（１２１０）

市街地開発事業等の公共性の高い事業の施行区域や地区計画等の都市計画が定められた区域で、通行できる橋が
少ない等により利便性が劣っている場合、公的主体以外の者による橋の設置を目的とする河川敷地の占用を認め
る。

４６．地域特性に応じた道路標識設置事業（１２１８）

案内標識及び警戒標識の寸法、並びに案内標識に表示する文字の寸法を二分の一まで縮小することを可能とする。

４７．特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業（１２１９）

港湾施設である道路において保安基準に一部適合しない特殊な大型輸送用車両を用いる場合、当該車両が通行可
能となるよう、車両の寸法や重量等について保安基準を緩和することができる。

４８．４５フィートコンテナの輸送円滑化事業（１２２４）

45フィートコンテナ用セミトレーラ連結車の通行手続きの円滑な運用に向けて、セミトレーラ連結車の長さの基
準を緩和し、40フィートコンテナ用セミトレーラ連結車と同等の通行条件（長さに対応したもの）を適用するこ
とを可能とする。

４９．地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業（１２２６）

地域の旅行業務取扱管理者に他業種との兼任を認める。

５０．公有水面埋立地における用途区分柔軟化事業（１２２７）

埋立地において、生産施設と物流施設が区分なく立地できる「製造・流通業用地」を認める。

５１．民間事業者による公社管理道路運営事業（１２２８）

地方道路公社がPFI法の規定により公社管理道路運営権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、
民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とする。

５２．地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業（１２３１）

一定の条件を満たす市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする。

５３．再生利用認定制度対象廃棄物拡大事業（１３０４（１３０５））

特定の廃棄物について、再生利用認定制度（環境大臣の認定により、廃棄物処理・リサイクルに係る業や施設設
置の許可を不要とする仕組み）の特例の対象とすることを可能とする。
（一部全国展開：廃タイヤを製鉄原料として利用する場合については、平成18年３月から全国展開）

５４．地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業（１３０６）

溶融スラグについて、生活環境の保全に反するものではないことが確認できた場合、埋立処分を可能とする。

５５．特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業（１３０８）

人の健康の保持又は生活環境の保全上支障が生じない場合、特別管理産業廃棄物（廃酸など）の収集又は運搬に
運搬用パイプラインを用いることを可能とする。

５６．ノヤギを狩猟鳥獣とする特例事業（１３１０）

ノヤギを狩猟鳥獣とみなし、狩猟による捕獲を可能とする。

５７．公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業（２００１）

公立の幼保連携型認定こども園における３歳児未満児への食事の提供について、公立の保育所と同様に、給食の
外部搬入を可能とする。

環
境
省

内
閣
府

国
土
交
通
省



 

- 1 - 

政策会議付議事案書（令和３年８月２４日） 

提案課名  人事課 

報告者名  今井 剛 

事案名  本市を被告とする訴訟の対応について 資料 有 

目
的
・
必
要
性 

本市は、原告である元本市職員に対し、自家用自動車の酒気帯び運転により事故を

起こしたことを理由として、令和元年１１月２８日付で懲戒免職処分とし、同時に退

職手当等の全部を支給制限する処分を行いました。これに対して原告は、令和２年５

月１８日付で懲戒免職の処分自体は受け入れざるを得ないものであっても、自身の永

年の勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な背信行為であるとは到底いえるも

のではないことを主張して、退職手当の支給制限処分の取消を求める訴えを提起し、

本市は応訴しています。 

令和３年８月２５日に、第一審判決がありますが、本市が敗訴した場合、承服する

ことはできないため、控訴するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

（経過） 

１ 令和２年 ５月１８日  原告が訴訟を提起（本市への到達は７月７日） 

２   〃  ９月 ７日  第１回期日（口頭弁論期日）（横浜地方裁判所） 

３ 令和３年 ６月２１日  第７回期日（口頭弁論期日）にて弁論終結 

４   〃  ８月２５日  第一審判決 

５   〃  ９月 ８日  控訴期限（本市が敗訴の場合） 

（検討結果） 

本市が敗訴した場合、その判決は、事実誤認または解釈の誤りによるものと考えら

れます。原告の主張の全部又は一部が認められた場合、判決を不服として控訴するも

のです。 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

本市が敗訴した場合（一部認められた場合を含む。）に、第一審判決に対し、控訴

すること 

※ 「訴えの提起」については、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議

会の議決を得る必要がありますが、同号かっこ書により、本件訴訟の原因となる退

職手当の支給制限処分は、普通地方公共団体の行政庁の処分に当たるため、議会の

議決を要しません。 

 議題２ 
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今
後
の
取
扱
い 

１ 令和３年８月２５日（第一審判決日）の取扱い 

  勝訴・敗訴にかかわらず、議員各位に情報提供 

  なお、敗訴したときは、控訴する旨を追記する。 

２ 本市が勝訴した場合の控訴期限までの取扱い 

  原告の控訴の有無（控訴期間２週間）について、再度、議員各位に情報提供 

  なお、控訴されたときは、控訴状が本市に到達し次第、応訴する旨を議員各位に

情報提供する。 

３ 本市が敗訴した場合の控訴期限までの取扱い 

  速やかに控訴状を調製し、控訴期限までに控訴状を提出予定 
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本市を被告とする訴訟の対応について 

令和３年８月２４日 

総務部人事課 

１ 事件名 

令和２年（行ウ）第２４号 退職手当支給制限処分取消請求事件 

 

２ 原告の住所・氏名 

平塚市土屋１９１－５ 

  宮本 光一 氏 

 

３ 訴訟に至る経緯 

原告は、令和元年１１月１７日に自家用自動車の酒気帯び運転により事故

を起こしたことを理由として、懲戒免職処分とされ、同時に退職手当等の全

部を支給制限する処分を受けた。そのことを不服とし、令和２年５月１８日、

本市に対して退職手当支給制限処分の取消を求める訴訟を提起した。 

 

４ 主な争点 

 (1) 退職金の性格について 

退職金は功労報償的性格、賃金の後払い的性格及び退職後の生活保障的

性格を有するもの。退職者の永年の勤続の功をすべて抹消してしまうほど

の重大な背信行為であるとまでは言えない。 

本件処分を行うにあたり、考慮すべき事項を全く又は十分に考慮してお

らず、本件処分は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又

は濫用した違法な処分である。 

（本市主張） 

   公務員に対する退職手当支給制限処分は、公務員が規律に違反し、公務

に対する国民の信頼を損ねたことを非難して行う公務員法上の制裁であり、

その財源は税金であるという特性がある。 

 本件処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱・濫用するもの

とは到底言えず、違法性はない。 

 

(2) アルコール依存症であること 

原告はアルコール依存症であり、自分の意思ではコントロールできない

状況であった。また、被告にはデイケアへの通院等を含むアルコール依存

資料 １ 



- 2 - 

症から回復するための指導及び管理をする義務があり、それが十分に果た

されなかったことは、本件非違行為の直接的な原因ではないとしても、原

告の帰責性が減殺される事情として考慮されるべきである。 

 （本市主張） 

   私傷病にかかる通院はいずれも職場外で行われるものであり、そもそも

原告が自ら取り組まなければならない問題であるとともに、復職の条件で

あった通院等についても原告の被告に対する義務である。 

 また、非違に至った経緯について、アルコール依存症の影響で飲酒した

としても、職場で飲酒運転について指導を受けた認識があるにもかかわら

ず、回避する努力をしなかっただけでなく、飲酒運転であることは原告も

認識しており、遵法精神や規範意識を欠くものである。 
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議会関係日程 裁判日程

8月24日 火
政策会議　　判決に応じた対応を政策決定
敗訴→控訴することを決定

8月25日 水 判決言渡 判決書 受領（弁護士から本市に連絡）

8月26日 木 議会へ情報提供 判決結果について情報提供（控訴する旨を追記）

8月27日 金

8月28日 土

8月29日 日

8月30日 月

8月31日 火

9月 1日 水

9月 2日 木

9月 3日 金 控訴することについて市長決裁

9月 4日 土

9月 5日 日

9月 6日 月 控訴状提出

9月 7日 火

9月 8日 水 控訴期限

9月 9日 木

9月 10日 金

控

訴

期

間

（
２
週
間
）
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政策会議付議事案書（令和３年８月２４日） 

 

提案課名 教育指導課 

報告者名 丸野 研二 

事案名 
相模原市立大野南中学校分校夜間学級における生徒の就学及び費用

負担に関する協定の締結について 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

夜間中学は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、不登校等様々な事

情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した者、外国籍の者等に゙教育を

受ける機会を保障するための重要な役割を果たしています。平成２８年１２月に公布

された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律」第１４条においては、全ての都道府県及び市町村に対して、夜間中学等の設置を

含む就学機会の提供その他の必要な措置を講ずることが義務付けられました。 

こうした中、令和４年４月に相模原市に中学校夜間学級（夜間中学）が設置される

予定となり、本市でも、相模原市と就学及び費用負担に関する協定を結び、利用者の

ニーズに応える必要があります。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 経  過 

平成２８年 １２月 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確 

保等に関する法律」公布 

令和 元年  ９月  県教育委員会が夜間学級設置準備委員会を開催・協議 

令和 ２年 １１月  相模原市教育長が市立大野南中学校分校夜間学級の開設を目 

指す旨、市議会で答弁（夜間中学を設置している横浜市、川 

崎市を除く県内市町村の夜間中学入学希望者を相模原市が設 

置する夜間中学において県及び各自治体の財政負担の下で受 

け入れる） 

令和 ２年 １２月  県教育長が県議会において、県立神奈川総合産業高等学校内 

（相模原市南区文京１－１１－１）に相模原市立大野南中学校 

分校夜間学級の令和４年４月開設することを表明 

令和 ３年２～３月  県教育委員会が政令市を除く「夜間中学アンケート」を実施 

本市在住者の１名が「入学したいが迷っている」と回答 

〃    ７月  夜間学級設置準備委員会において就学・費用負担に関する協 

定書案及び基本方針を決定 

  〃    ８月  市立大野南中学校分校夜間学級の生徒募集の周知を開始 

 本市：パンフレット掲示、ホームページ、LINEへ掲載 

  〃    ８月  本市定例教育委員会会議において協定の締結について協議 

２ 検討結果 

 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法 

律」の趣旨を踏まえ、本市在住者が夜間中学の入学を希望する場合の就学の機会の 

提供を図るため、相模原市が設置する夜間中学への入学に向けた環境整備(協定締結 

等)を図るものです。 

 議題３ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 「相模原市長」「秦野市長」「県教育委員会教育長」の三者による「相模原市立 

大野南中学校分校夜間学級における生徒の就学及び費用負担に関する協定」を締結 

すること。 

２ 本市在住の生徒の就学に当たっては、夜間中学の運営に要する費用の一部を負担 

すること。 

 

 

今
後
の
取
扱
い 

令和 ３年 ９月  広報はだの９月１５日号に「夜間中学」希望者説明会について 

          掲載 

〃       定例教育委員会会議において、協定締結について報 

告 

〃       相模原市及び県教育委員会との協定を締結 

〃  １０月  秦野市教育委員会において願書受付・面談 

〃  １１月  相模原市において面談 

〃  １２月  入学予定者の決定 

令和 ４年 ４月  相模原市立大野南中学校分校夜間学級の開校 

 



相模原市立大野南中学校分校夜間学級における生徒の就学及び費用負担 

に関する協定書 

 

相模原市(以下「甲」という。)と●●市町村(以下「乙」という。)及び、神奈川県

教育委員会(以下「丙」という。)は、相模原市立大野南中学校分校夜間学級(以下「夜

間中学」という。)における生徒の就学について、次のとおり協定(以下「本協定」

という。)を締結する。 

 

(目的) 

第１条 本協定は、乙に在住する者の夜間中学への就学にあたり必要な事項を定め

るとともに、甲乙及び丙が互いに協力して夜間中学の円滑な運営を支援すること

を目的とする。 

(夜間中学への就学) 

第２条 甲は、乙に在住する入学希望者が、夜間中学への就学が必要であると認め

られる場合は、入学を認める。 

２ 夜間中学への就学に関することについては、甲が別に定める「夜間中学への就

学に係る基本方針」によるものとする。 

３ 前二項のほか、甲、乙及び丙は、夜間中学への就学に係る諸手続きについて、

互いに協力するものとする。 

(費用負担) 

第３条 乙は、甲が夜間中学の運営に要する費用の一部を負担するものとする。 

２ 夜間中学に要する費用負担に関することについては、甲が別に定める「夜間中

学における費用負担に係る基本方針」によるものとする。 

(協議の場) 

第４条 丙は、夜間中学への広域的な就学に係る情報を共有し、運営について協議

するために、相模原市立夜間中学広域連携協議会（以下、「協議会」という。）

を設けることとし、甲乙及び丙は協議会に参加する。 

２ 協議会の組織及び運営については、丙が別に定める。 

３ 甲は、別に定める「夜間中学への就学に係る基本方針」及び「夜間中学におけ

る費用負担に係る基本方針」を変更しようとする場合は、協議会において協議し

なければならない。 

(解除又は変更の通知) 

第５条 甲、乙及び丙は、本協定を解除又は変更をしようとする場合には、原則と

して、解除又は変更をしようとする日の、半年前までに相手方に通知するものと
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する。ただし、夜間中学の運営に要する費用に影響がある場合は、予算確保等に

要する期間を十分に確保し、通知しなければならない。 

(定めない事項への処理) 

第６条 本協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義があるときは、甲乙及

び丙が誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 

 

本協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その

１通を所持する。 

 

令和 年 月 日 

 

甲 相模原市中央区中央２－11－15 

                 相模原市長 本 村  賢 太 郎 

 

乙 ●●市町村  

                  ●●市町村長  ■■ ■■ 

 

丙 横浜市中区日本大通１ 

                神奈川県教育委員会教育長  

桐 谷  次 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



夜間中学への就学に係る基本方針 

 

【就学までの流れ】 

１ 相模原市以外の市町村からの入学希望者は、入学希望受付期間内に、在住す

る市町村の教育委員会に夜間中学への入学希望申請書を持参し、事前相談を受

ける。 

 

２  市町村の教育委員会は、入学希望者に対する面談を実施し、面接シートを作

成する。 

 

３ 市町村の教育委員会が申請を認める入学希望者は、入学希望申請書、面談シ

ート及び副申等の必要書類を相模原市教育委員会に申請する。 

 

４ 相模原市教育委員会からの依頼により、相模原市立大野南中学校長が入学希

望者に対し面談を実施する。 

 

５ 相模原市教育委員会は、入学希望者に係る市町村の教育委員会からの入学希

望申請書、面談シート及び副申(各市町村提出書類)、学校面談の結果を踏まえ

て、入学予定者を決定し、相模原市立夜間中学広域連携協議会に報告する。 

ただし、入学予定者が想定する在籍生徒数を超える場合、もしくは著しく少

ない場合は、相模原市立夜間中学広域連携協議会において、協議する。 

 

６ 相模原市教育委員会は、入学希望者に対し、入学予定者である旨を通知する。 

 

７ 入学予定者は、入学に必要な書類を相模原市教育委員会に提出する。 

 

８ 相模原市教育委員会は、提出書類を確認し、就学承認通知書を入学予定者に

送付するとともに、その写しを当該市町村の教育委員会に送付する。 

 

９ 入学時期は原則、年度当初とし、入学希望申請書の受付期間を過ぎた場合は

次年度以降の申請とする。 



１０ 学校での事故が生じた場合は、相模原市教育委員会又は神奈川県教育委員

会がそれぞれの管理責任において、責任を負う。 

 

【通学支援】 

相模原市以外の市町村に在住する生徒が一定期間登校しない、あるいは連絡が

取れない状況にある場合の支援については、夜間中学及び相模原市教育委員会が、

市町村の教育委員会と情報を共有し、市町村の教育委員会による直接的な支援に

ついて検討する。 

  



夜間中学における費用負担に係る基本方針 

 

１ 費用負担の内訳 

（１）夜間中学の設置に要する費用 

設置に要する費用は以下の項目に係るものとし、令和４年度の夜間中学設置

から 10 年間で除した額を、各年度の在籍生徒数に応じて、毎年度、相模原市を

含む各市町村が負担する。 

 ア 職員室通信環境整備に係る費用 

（２）夜間中学の運営に要する費用 

年度ごとの運営に要する費用は以下のアからカの合計額とし、各年度の在

籍生徒数に応じて、毎年度、相模原市を含む各市町村が負担する。 

  ア 夜間中学に配置される教職員に係る費用（義務教育費国庫負担法の規定に

基づき国が経費の一部を負担する者に係るものを除く。） 

  イ 日本語の指導・支援に係る費用（日本語講師、通訳等） 

  ウ 消耗品等整備に係る費用 

  エ 教具・教材等の整備に係る費用 

  オ 生徒募集に係る費用 

  カ 協議会において認めた費用 

 

２ 費用負担の算出及び請求について 

（１）上記１（１）及び（２）の合計額を、当該年度の在籍生徒数で除した額に、

当該市町村に在住する生徒数を掛けて、相模原市以外の市町村ごとの費用負担

額を算出する。 

（２）相模原市は、市町村に対し、当該年度における（１）の額を年度末に通知し、

請求する。 

（３）市町村は、相模原市に費用負担額を支払う。 

（４）相模原市は、当該年度の費用負担の内訳について、相模原市立夜間中学広域

連携協議会に報告する。 

 

３ 在籍生徒数について 

原則として、毎年度４月１日時点の在籍生徒数（予定を含む。）とする。 



 

４ 協議 

著しく生徒数が少ない、もしくは想定する在籍数を超える場合は、相模原市立

夜間中学広域連携協議会において費用負担について協議する。 
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